
地方消費税交付金（社会保障財源化分）見込額

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　　　　　　（うち一般財源）

【社会保障4経費及びその他社会保障施策に要した経費】 （単位：千円）

国　県
支出金

地方債 その他
うち、地方消費税
交付金（社会保障

財源分）

社会福祉

社会福祉総務費 31,560 258 31,302 4,841

老人福祉費 139,223 1,635 1,500 5,746 130,342 20,158

障害者福祉費 52,746 36,934 15,812 2,445

児童福祉総務費 1,171 1,000 171 26

保育所運営費 159,985 19,107 16,900 303 123,675 19,127

児童措置費 40,876 34,459 6,417 992

学童保育費 9,087 5,522 500 1,292 1,773 274

母子福祉費 5,284 176 500 4,000 608 94

社会保険

国民健康保険事業特別
会計繰出金

59,074 18,478 40,596 6,278

介護保険特別会計繰出
金

81,516 3,024 78,492 12,139

後期高齢者医療特別会
計繰出金

23,383 12,579 10,804 1,671

保健衛生

保健衛生総務費 11,410 317 10,729 364 56

予防費 29,979 4,468 305 25,206 3,898

母子保健費 16,232 6,099 10,133 1,567

661,526 143,056 19,400 23,375 475,695 73,568

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当

※事務費や事務職員の人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）等は除外

民
生
費

合計

(475,695千円)

事業名
令和2年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

661,526千円

令和2年度　一般会計当初予算

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　平成26年4月1日から消費税率（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付

金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障4経費（年金、医療、介護、子育て）及びその他社

会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　柳津町の令和2年度一般会計当初予算における社会保障関連経費への充当状況は、下記のとおりです。

73,568千円


